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○深川市こども子育て条例（案）  

令和 7年 3月 日 

条例第 号 

こどもは社会の希望であり、未来を創る大きな力です。 

深川市で暮らすすべてのこどもは、豊かな自然環境の中で家庭や地域の愛情に包まれ、

伸び伸びと学び、安心して夢と希望を育みながら健やかに成長し、地域社会の一員として

尊重されなければなりません。 

大人がこどもの視点で対話し、互いに学び育ち、信頼関係を築くことで、「地域の宝」

であるこどもが愛情と信頼を実感することにつながります。 

また、こども自身が郷土への誇りや愛着を抱き、地域社会に貢献したいという想いを持

つことは、将来にわたり地域全体で子育てを行う機運を高めることにつながります。 

このため、地域に住む人々がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体性を持ち、互いにつ

ながりを深めながら、総合的な支援や権利の保障、子育て環境の充実を目指し、この条例

を制定します。 

 （目的） 

第１条 この条例は、こども・子育て支援の推進に関する基本理念やこどもの権利につい

て定め、市、保護者、市民等、学校等及び事業者（以下「地域社会全体」という。）の

責務又は役割を明らかにし、すべてのこどもが心身ともに健やかに成長できる地域社会

の実現を図ることを目的とします。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定める

ところによります。 

 （１） こども １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいいま

す。 

 （２） 保護者 親又は親に代わりこどもを養育する者をいいます。 

 （３） 市民等 市内に住む者、市内で働き又は学ぶ者及び町内会等のコミュニティを

いいます。 

 （４） 学校等 学校、幼稚園、保育園、認定こども園、児童福祉施設その他こどもが

学び育つことを目的とする施設をいいます。 

 （５） 事業者 市内に事務所を有し、又は市内で事業活動を行う個人、法人又は団体

をいいます。 
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 （基本理念） 

第３条 この条例は、次に掲げる事項を基本理念として、地域社会全体で推進するものと

します。 

（１） 医療、福祉、教育、交通、地域コミュニティなどあらゆる分野においてこども

の継続的かつ重層的な支援を行います。 

（２） こどもの思いや意見が尊重され、年齢及び成長に応じた利益が受けられるよう

配慮します。 

（３） 出産を希望する市民が、安心してこどもを生み育てることができ、その成長に

喜びを実感できる環境を確保します。 

（４） こどもが、性別、国籍、障がい、経済・家庭状況などによって、差別や虐待な

どを受けることがないよう、こどもの人権を尊重します。 

 （地域への誇り） 

第４条 地域社会全体は、将来にわたり、深川市で生まれ育ったこどもに地域が誇る自

然、文化、食、人柄に触れられる機会を提供するとともに、社会の変化や新しい文化を

理解し、こどもと共に学び、育ち、地域への愛着を醸成するよう努めるものとします。 

 （こどもの権利） 

第５条 地域社会全体は、相互に連携・協力してこどもの権利を尊重するため、次に掲げ

る事項を推進するものとします。 

（１） 自身の権利が尊重されるべきものであることをこども自らが認識できるように

すること。 

（２） こどもに対して不公平な扱いをせず、多様性を認めること。また、こども自身

も他者に対して認識できるようにすること。 

（３） こどもが他者の権利を侵すことなく、他者を尊重できる人間性を養うこと。 

（４） こどもが犯罪に巻き込まれず、犯罪に加担しないように、安心・安全に暮らせ

るようにすること。 

 （市の責務） 

第６条 市は、基本理念にのっとり、国や他の地方公共団体及び関係機関と連携し、こど

も・子育て支援に関する総合的な施策を計画的に推進します。 

２ 市は、この条例の目的を達成するために、広報・啓発活動や必要な支援を行うととも

に、地域社会全体の連携及び協働が図られるよう必要な措置を講じます。 

３ 市は、多様な困難を抱える家庭の状況把握に努め、権利と福祉を保障するための施策

を関係機関と連携し推進します。 
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４ 市は、公共施設について、こどもが利用しやすい環境整備に努めます。 

 （保護者の役割） 

第７条 保護者は、基本理念にのっとり、こどもの利益を第一に考え、こどもにとって家

庭が自分らしく過ごせる居場所となるよう、愛情をもってこどもの成長及び発達に応じ

た養育を行うよう努めるものとします。 

２ 保護者は、家庭がこどもの人格形成に基本的な役割を果たすことを認識し、こどもが

豊かな人間性及び社会性を身につけて成長していくために必要な協力を周囲から得て、

より良い家庭環境をつくるよう努めるものとします。 

 （市民等の役割） 

第８条 市民等は、基本理念にのっとり、こどもへの支援の重要性について関心を持ち、

理解を深めるとともに、こどもへの支援に関する施策に市と協働して、次に掲げる事項

に取り組むよう努めるものとします。 

（１） こどもが望む活動や、健やかに遊べる場の提供を積極的に行うこと。 

（２） こどもが安心して暮らせる地域づくりを行うこと。 

（３） コミュニティにこどもが能動的に参加できる居場所づくりを行うこと。 

 （学校等の役割） 

第９条 学校等は、こどもの成長及び発達に応じて、こどもが主体的に学び、育つことが

できるように努めるものとします。 

 （事業者の役割） 

第１０条 事業者は、職場で働く保護者が仕事と子育てを両立できるよう、就労環境の整

備に努めるものとします。 

２ 事業者は、それぞれの業種に応じて、教育、遊び、地域交流、健康増進などに寄与す

る事業に主体的に取り組み、こどもの成長を多方面から支援するよう努めるものとしま

す。 

 （こどもの社会参加） 

第１１条 地域社会全体は、こどもの年齢や発達段階に応じ、自らの考えや意見を表明で

きる社会参加の機会が保障される環境づくりや必要な情報提供に努めるとともに、こど

もの主体的な活動を支援するよう努めるものとします。 

２ 市は、まちづくりに関し、こどもが意見を表明することができ、意見が反映される機

会の確保に努めます。 
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 （多様な交流機会の創出） 

第１２条 地域社会全体は、こどもたちが年代の垣根を越えて、相互に交流を深められる

よう努めるものとします。 

 （計画の策定） 

第１３条 市は、こども・子育て支援施策を推進するための計画（以下「計画」といいま

す。）を策定します。 

 （推進体制の整備） 

第１４条 市は、計画の策定及び事業の推進等に当たっては、その内容を検討する庁内に

おける必要な体制を整備します。 

 （実施状況の評価） 

第１５条 計画の適正な進行管理を行うため、深川市子ども・子育て審議会（深川市子ど

も・子育て審議会条例（平成２５年深川市条例第１８号）第１条に規定する深川市子ど

も・子育て審議会をいいます。）において、毎年度、事業推進の進捗や効果などを評価

し、市は、評価結果に基づき事業の見直しを検討するなど、必要な措置を講ずるものと

します。 

 （財政上の措置） 

第１６条 市は、こども・子育て支援施策を実施するため、必要な財政上の措置を行いま

す。 

 （委任） 

第１７条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定めます。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


